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契 約 書 

 

 

１ 業 務 名   第 55 回沖縄県芸術文化祭広報宣伝業務 

 

２ 委 託 内 容      別紙仕様書のとおり 

 

３ 契 約 期 間      令和８年 月 日から令和９年３月 31 日まで 

 

４ 委 託 金 額     金           円 

    （うち取引に係る消費税額及び地方消費税額      円） 

      (注)「取引に係る消費税額及び地方消費税額」は、消費税法第 28 条第１項及び第 

29 条の規定並びに地方税法第 72 条の 82 及び第 72 条の 83 の規定に基づき算出 

したもので、契約金額に 110 分の 10 を乗じて得た額である。ただし、契約期間 

中に消費税及び地方消費税額の税率に変動がある場合、甲乙協議のうえ、これを 

改定する。 

 

５ 契約保証金   ※沖縄県財務規則第 101 条第２項各号に該当しない場合は徴収する 

 

 上記委託業務について、委託者 公益財団法人沖縄県文化芸術振興会理事長 下地 誠

（以下「甲」という。）と受託者            （以下「乙」という。）は、

次の条項により委託契約を締結する。 

 

（総則） 

第１条 甲は、第 55 回沖縄県芸術文化祭広報宣伝業務を乙に委託し、乙はこの契約書、

及び仕様書（別添）に基づいて業務を完了しなければならない。 

 

（報告の徴収等） 

第２条 甲は、必要と認めるときは、乙に対して委託業務の実施状況について報告若しく

は資料の提出を求め、または必要な指示をすることができる。 

 

（秘密の保持等） 

第３条 乙は、業務を行うに際して知り得た秘密及び個人情報（以下、「秘密情報」とい

う。）を正当な理由なく他に開示し又は自らの利益のために利用してはならない。 

２ 乙は、秘密情報を甲の許可無く複写、複製してはならない。 

３ 乙は、秘密情報の漏えい、き損及び滅失の防止その他の秘密情報の適切な管理のため

に必要な措置を講じなければならない。 

４ 乙は、甲より請求があった場合及びこの契約が終了又は解除された場合は、直ちに秘

密情報が記載又は記録された書類、記憶媒体等を甲に返却又は、破棄するものとする。 

５ 本条の規定は、この契約が終了又は解除された後においても同様とする。 

 

（個人情報の管理） 

第４条 乙は、委託業務を実施した際に取得した個人情報（生存する個人に関する情報で



あって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別す

ることができるもの（他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別す

ることができることとなるものを含む））については、善良な管理者の注意をもって管

理し、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。 

２ 甲は、前項に規定する個人情報について、適切な管理を行う必要があると判断した場

合、乙に対して必要な事項について別に指示を行い、乙はこの指示に従うものとする。 

 

（報告書の提出） 

第５条 乙は、業務が完了した時は、直ちに仕様書に基づく実績報告書を甲に提出し、そ

の検査、確認を受けなければならない。 

２ 乙の提出する実績報告書に関し、甲が不十分と認めたときは、甲は乙に対し不十分な

部分について再調査を求めることができる。 

３ 前項により甲が再調査を求めたときは、乙は、この調査を自己の負担において速やか

に実施しなければならない。 

 

（委託料の支払い） 

第６条 乙は、前条の規定による検査終了後、確定した委託料の支払を請求することがで

きる。 

２ 甲は、乙の請求により必要があると認められる金額については、前項の規定にかかわ 

らず、委託料の５０パーセントを限度として概算払いをすることができる。 

３ 甲は、本条第１項及び第２項による請求があったときは、乙の適法な支払請求書を受 

領した日から３０日以内に支払うものとする。 

 

（再委託の制限） 

第７条 乙は、契約の全部の履行を一括又は分割して第三者に委任し、又は請け負わせて

はならない。 

２ 乙は、甲が仕様書で指定した契約の主たる部分の履行を第三者に委任し、又は請け負

わせてはならない。 

３ 乙は、本契約の競争入札参加者であった者、指名停止措置を受けている者、暴力団員

又は暴力団と密接な関係を有する者に契約の履行を委任し、又は請け負わせてはならな

い。 

４ 乙は、契約の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、再委託承認

申請書を甲に提出するとともに、事前に書面による甲の承認を得なければならない。 

５ 乙は、前項により第三者に委任し、又は請け負わせた業務の履行及び当該第三者の行

為について全責任を負うものとし、当該第三者が甲に損害を与えた場合、乙はその損害

を賠償しなければならない。 

６ 乙が第１項から第４項に違反したときは、甲は本契約を解除することができる。これ

により乙又は乙が業務の一部を委任し、又は請け負わせた第三者に発生した損害につい

て、甲は賠償責任を負わないものとする。 

 

 



（契約の解除） 

第８条 甲は、乙がこの契約に違反したときは、契約を解除することができる。 

２ 前項の場合において、乙は損害賠償金として契約金額の 100 分の 10 を甲に納付しなけ

ればならない。 

３ 第１項の契約の解除により、乙に損害が生じることがあっても甲はその損害を賠償し

ないものとする。 

 

（暴力団等の排除） 

第９条 甲は、次項第 1 号の意見を聞いた結果、乙が次の各号のいずれかに該当する者（以

下「暴力団等」という。）であると判明したときは、特別の事情がある場合を除き、契

約を解除するものとする。 

（１）沖縄県暴力団排除条例（平成 23 年条例第 35 号）第 2 条 1 号に規定する暴力団 

（２）沖縄県暴力団排除条例（平成 23 年条例第 35 号）第 2 条 2 号に規定する暴力団員 

２ 甲は、必要に応じ、次の各号に掲げる措置を講じることができるものとする。 

（１）乙が暴力団等であるか否かについて沖縄県警察本部長に意見を聞くこと。 

（２）前号の意見の聴取により得た情報を、他の契約において暴力団等を排除するための

措置を講ずるために利用すること。 

３ 乙は、この契約の履行にあたり、暴力団等から業務の妨害その他不当な要求を受けた

ときは、甲にその旨を報告するとともに、警察に届け出て、その捜査等に協力しなけれ

ばならない。 

 

（仕様書の変更） 

第 10 条 甲は、必要がある場合、仕様書の内容を変更することができる。この場合、甲乙

協議のうえ文書で定める。 

 

（権利義務の譲渡） 

第 11 条 乙は、本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはな

らない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。 

２ 乙は、契約の履行に際し作成した成果物等（未完成の書類及び契約を履行するにあた

り得られた記録等を含む。）を、甲の承諾なく、第三者に譲渡し、貸与し、又は質権そ

の他の担保に供してはならない。 

 

（一般的損害） 

第 12 条 業務完了報告書の引渡し前に生じた損害は、乙の負担とする。ただし、その損害 

の発生が甲の責めに帰すべき事由による場合においては、この限りではない。 

 

（第三者に及ぼした損害） 

第 13 条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の 

賠償を行わなければならないときは、乙がその賠償額を負担する。 

２ 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額のうち、甲の責に帰すべき事由によ 

り生じたものについては、甲がその賠償額を負担とする。 

 



 

（目的物の自由使用） 

第 14 条 甲は、この契約に基づき出演、企画構成、制作に係る個人の肖像権、知的所有権

をおかさない限りにおいて、この契約の目的物を自由に使用し、また、これを使用する

に当たり、その内容を変更することができる。 

 

（履行期限の延長） 

第 15 条 乙は、その責に帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了すること

ができないときは、あらかじめその理由を明示した書面により甲に報告し、その指示を

受けなければならない。 

２ 甲は、乙の責に帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合

においては、遅延日数に応じ、未済部分の契約代金の額に対して支払遅延防止法第８条

第１項の規定に基づき定められた割合で計算した額の損害金の支払いを乙に請求するこ

とができる。 

 

（契約の解除） 

第 16 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。 

（１）乙の責に帰すべき事由により、契約期間内に業務が完了しないと明らかに認められ

るとき。 

（２）故意又は過失により、甲に重大な損害を与えたとき。 

（３）正当な理由がなく、契約の履行を怠ったとき。 

（４）本契約の締結又は履行について、不正の行為があると認められたとき。 

（５）本契約に関して不正又は虚偽の報告等をしたとき。 

（６）前５号に掲げる場合のほか、乙がこの契約に違反し、その違反により契約の目的を

達成することができないと認められるとき。 

２ 甲は、前項の契約解除により損害を受けた場合は、乙に対し、損害賠償を請求するこ

とができる。 

３ 乙は、甲の責めに帰すべき事由により甲が本契約に違反し、その結果、契約の履行が

不可能若しくは著しく困難となったときは、契約を解除することができる。 

４ 乙は、前項の契約解除により損害を受けた場合は、甲に対し、損害賠償を請求するこ

とができる。 

 

（天災その他不可抗力により契約を履行できない場合の措置） 

第17条 甲乙いずれの責にも帰すことができない事由により契約の履行が不可能又は困難

となったときは、双方協議の上、本契約を解除又は変更するものとする。 

２ 前項により契約を解除し又は変更した場合、甲は該当部分について、委託料の支払い

を免れるものとする。 

 

（協議） 

第18条 本契約書に定めのない事項又は疑義が生じた場合は、甲乙双方が信義誠実の原則



に従い、協議して定めるものとする。 

 

上記契約の締結を証するため、本契約書２通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各

自１通を保有するものとする。 

  

 

     年  月  日 

 

                甲  沖縄県那覇市字小禄 1831 番地１ 

（沖縄産業支援センター内） 

                                       公益財団法人沖縄県文化芸術振興会 

                                           理 事 長    下地 誠 

 

                乙  住  所 

                      

                   社  名 

                    

代表者名           印 

                     



別記 

 

個人情報取扱特記事項 

 

（基本的事項） 

第１ 乙は、個人情報（生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、

生年月日その他記述等により特定の個人を識別することができるものをいう。以下同じ。）

の保護の重要性を認識し、この契約による事務を行うに当たっては、個人の権利利益を侵

害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。 

 

（秘密の保持） 

第２ 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。

この契約が終了し、又は解除されたあとにおいても同様とする。 

 

（適正管理） 

第３ 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失及び

き損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

 

（作業場所の特定） 

第４ 乙は、甲の特定する作業場所において、個人情報を取り扱うものとする。特定した

作業場所から当該個人情報を持ち出すことは、厳禁とする。 

 

（収集の制限） 

第５ 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、その業務の目

的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。 

 

（目的外、利用・提供の禁止） 

第６ 乙は、甲の指示がある場合を除き、この契約による事務に関して知り得た個人情報

を契約の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。 

 

（複写又は複製の禁止） 

第７ 乙は、この契約による事務を行うために甲から提供された個人情報が記録された資

料等を複写し、又は複製してはならない。ただし、甲の承諾があるときはこの限りではな

い。 

 

（事務従事者への周知） 

第８ 乙は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても

当該事務に関して知り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は当該事務の目的

以外の目的に使用してはならないこと、沖縄県個人情報保護条例により罰則が適用される

場合があることなど、個人情報の保護に必要な事項を周知させるものとする。 

 

（再委託の禁止） 

第９ 乙は、この契約による個人情報取扱事務について自ら行うものとし、第三者にその

取扱いを委託してはならない。ただし、甲が承諾した場合はこの限りではない。 



 

（資料等の返還等） 

第 10 乙は、この契約による事務を行うために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、

若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返還し、

又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは当該方法によるものとする。 

 また、甲の承諾を得て再委託をした場合、乙は甲の指示により、この契約の終了後直ち

に当該再委託先から個人情報が記録された資料等を回収するものとする。 

 

（調査） 

第 11 乙は、この契約による事務を行うに当たり取り扱っている個人情報の状況につい

て、甲の求めがあった場合は、随時調査報告を行うものとする。 

 

（事故発生時における報告） 

第 12 乙は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知った

ときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。 

 

（損害賠償） 

第 13 業務の処理に関し、個人情報の取扱いにより発生した損害（第三者に及ぼした損害

を含む。）のために生じた経費は、乙が負担するものとする。 

 


